
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年８月１５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

熱風発生器

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　様々な物品を乾燥、加熱するための汎用の熱風発生器である。

○構造、仕様、意匠
　ファン、ヒーター等により構成される。
　単独で使用できるもの、機械器具の熱源として製造設備に組み込まれて使用され
るものとがある。
　温度制御装置には内蔵式のものと外付け式のものがある。
　熱風温度：３５０℃～８００℃
　定格：単相１００Ｖ及び２００Ｖ、５０／６０Ｈｚ、１～２０ｋＷ。

○ 主な使用者、販売先
店舗、農場、機械器具製造事業者等。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電動力応用機械器具の「電気温風機」として取
り扱う。ただし、製造設備に組み込まれて使用されるものは「非対象」として取り
扱う。
　なお、電安法施行令において「電気温風機」は、定格消費電力５ｋｗ以下の電熱
装置を有するものに限られている。　

（理由）
　乾燥、加熱等多くの用途に使用できる機械器具であることから、用途が限定され
ない電気温風機として取り扱うことが妥当であると判断する。
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